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障 害 児 施 設 の 利 用 に つ い て

平成１８年９月まで

知的障害児施設
肢体不自由児施設
重症心身障害児施設
難聴幼児通園施設

等

保護を要する児童について、
都道府県等（児童相談所）が
施設に措置決定

障害児施設給付費
に移行

保護者の申請に基づき、
都道府県等が支給決定
（契約制度）

※ 支給決定に当たって、
児童相談所の意見を聴かなけ
ればならない

虐待などにより、保護
を要する児童について
は、従前の手続きによ
る措置

障害児施設措置費

障害児施設措置費

平成１８年１０月から

障害児入所施設
児童発達支援センター

平成２４年４月から

入所による支援について
都道府県等が給付決定
※ 児童相談所の意見を
聴かなければならない

通所による支援について
市町村が給付決定
※ 児童相談所の意見を
聴くことができる

障害児通所給付費に移行

障害児入所給付費に移行

市町村が障害児通所
支援の措置

都道府県等が障害児
入所施設に措置



措置費は、施設職員の人件費及び施設運営に必要な管理費からなる事務費と一般生活費等入所者処遇のための事業費
で構成され、その仕組みは以下のとおりとなる。

障害児施設措置費について

（１）入所
虐待など保護を要する児童について、都道府県（指定都市・児童相談所設置市（横須賀市、金沢市等））が障害

児入所施設等に入所させる措置をとった場合に要する費用。

（２）通所
市町村は、障害児通所支援を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により障害児通所給付費等の支給

を受けることが著しく困難であると認められるときに、障害児通所支援を提供した場合に要する費用。
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障害児入所施設等

対象者

➄費用負担（1/2）

③措置費＜委託＞

①措置
②サービス提供

④費用徴収（応能負担）

３．措置費の構成（入所の場合）

１．概要

２．措置制度の概念図（入所の場合）

人件費

事務費

措置費
管理費

事業費

・職員給与
・社会保険料事業主負担金 等

・事務管理費
・入所者管理費 等

・一般生活費（飲食物費、日常生活諸費）
・特別生活費（教育諸費、医療費等） 等



給付費は、障害児通所給付費と障害児入所給付費からなる障害児施設給付費と、肢体不自由児通所医療費と障害児入
所医療費からなる障害児施設医療費で構成される。

障害児施設給付費について

（１）入所
契約により障害児入所施設等を利用した場合に要する費用。

（２）通所
契約により障害児通所支援事業所を利用した場合に要する費用。

利
用
者

➄利用者負担の支払

３．給付費の構成

１．概要

２．給付費制度の概念図

指定障害児入所施設等

都道府県
（指定都市・児相設置市）

③契約

④サービスの提供
都道府県知事
（指定都市長・
児相設置市長）

①障害児入所給付費等の支給申請

事業所指定

②支給決定

⑥障害児入所給付費
の支払い（代理受
領）の請求

⑦障害児入所給
付費の支払い
（代理受領）

障害福祉サービスと異なり、利用に当たって障害支援区分の認定は必要ない。

４．その他


